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建築設備（昇降機を除く。）の定期検査報告における検査及び定期点検における

点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件の一部

を改正する告示について（概要） 

 

 
 

１．背景 

建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 12 条第３項の規定に基づき、建築設備の所

有者は、定期に、建築設備検査員等に検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告するこ

ととされており、その検査の項目、事項、方法及び結果の判定基準については、建築基準

法施行規則（昭和 25 年建設省令第 40 号）第６条第２項の規定に基づき、告示（※） に定

められているところ。 

建築設備の定期検査項目のうち、一部の項目については、日頃から点検等が実施され

ているか、又は他法令において、建築基準法における定期検査と同等の方法により点検

等が実施されているところだが、今般、建築基準整備促進事業において、建築設備検査員

等が実施した自主点検の記録や、他法令に基づく点検等の結果を活用することにより、検

査の合理化を図ることができることが確認された一部の検査項目について、自主点検や他法

令による点検等を検査方法に位置付けることとするため、所要の改正を行う。 

※建築設備（昇降機を除く。）の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事

項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件（平成 20 年国土交通省告示 285 号） 

 

２．改正概要 

建築設備の定期検査における一部の検査項目について、建築設備検査員等が実施した

自主点検の記録や、他法令に基づく点検等の結果を活用することができるよう、検査方法

に位置付けることとする。 

また、特殊な構造の排煙設備について、検査事項に「給気送風機の給気風量」の測定を

追加するなど、その他所要の改正を行うこととする。 

 
３．スケジュール 

公布 平成 30 年10月29日 

施行 公布の３月後（平成31年1月29日） 



 

 

 
 

建築設備定期検査告示（H20 国交告第 285 号）の改正概要について 

 

 
 

① 日常的な維持保全業務での点検結果の活用 
 

改正案の内容 対象設備 備考 

維持保全業務における日常点検の結

果を確認することにより、実際に建

築設備の検査を行うことを免除 

換気設備、給水設

備及び排水設備 

建築設備検査員等（一級建築

士、二級建築士を含む。）が日常

点検を行うことが必要 

例）機械換気設備において、「換気扇による換気の状況」について、日常点検の結果を活用 

 

② 他法令の検査結果の活用 
 

改正案の内容 対象設備 

建築物衛生法に基づく点検結果を確認することにより

、実際に建築設備の検査を行うことを免除 

換気設備、給水設備及び排水設備 

消防法に基づく点検結果を確認することにより、実際

に建築設備の検査を行うことを免除 

排煙設備、非常用照明装置 

電気事業法に基づく点検結果を確認することにより、

実際に建築設備の検査を行うことを免除 

排煙設備、非常用照明装置 

例）排煙設備の自家発電装置において、「発電機及び原動機の状況」について消防法に基づ

く点検結果を活用 

 
③ 検査項目の合理化 

 

改正案の内容 対象設備 

検査項目の統合 排煙設備、非常用照明装置、給水設備及び排水設備 

例）非常用の照明装置において、「予備電源への切替え及び器具の点検の状況」と「予備電源

の性能」を統合 
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